
○開発行為の許可等手数料表（龍ケ崎市手数料条例 別表第 3（第 2 条関係）） 

区  分 手数料の額 

（１）主 として，自 己 の居 住 の用 に供 する住 宅 の建 築 の用 に供 する目 的 で行 う開 発 行 為 の場 合 にあっては，開 発 区 域 の面 積 に

応 じ次 の額  

０．１ha 未満 １０，０００円 

０．１ha 以上     ０．３ha 未満 ２２，０００円 

０．３ha 以上     ０．６ha 未満 ４５，０００円 

０．６ha 以上     １．０ha 未満 ９０，０００円 

１．０ha 以上     ３．０ha 未満 １３０，０００円 

３．０ha 以上     ６．０ha 未満 １８０，０００円 

６．０ha 以上    １０．０ha 未満 ２２０，０００円 

１０．０ha 以上 ３１０，０００円 

（２）主 として，住 宅 以 外 の建 築 物 で自 己 の業 務 の用 に供 するものの建 築 又 は自 己 の業 務 の用 に供 する特 定 工 作 物 の建 設 の

用 に供 する目 的 で行 う開 発 行 為 の場 合 にあっては，開 発 区 域 の面 積 に応 じ次 の額  

０．１ha 未満 １３，０００円 

０．１ha 以上     ０．３ha 未満 ３１，０００円 

０．３ha 以上     ０．６ha 未満 ６７，０００円 

０．６ha 以上     １．０ha 未満 １３０，０００円 

１．０ha 以上     ３．０ha 未満 ２１０，０００円 

３．０ha 以上     ６．０ha 未満 ２８０，０００円 

６．０ha 以上    １０．０ha 未満 ３５０，０００円 

１０．０ha 以上 ４９０，０００円 

（３）（１）及び（２）以外の場合にあっては，開発区域の面積に応じ次の額 

０．１ha 未満 ９０，０００円 

０．１ha 以上     ０．３ha 未満 １３０，０００円 

０．３ha 以上     ０．６ha 未満 ２００，０００円 

０．６ha 以上     １．０ha 未満 ２７０，０００円 

１．０ha 以上     ３．０ha 未満 ４００，０００円 

３．０ha 以上     ６．０ha 未満 ５３０，０００円 

６．０ha 以上    １０．０ha 未満 ６８０，０００円 

法第 29 条第 1 項又は第 2

項の規定に基づく開発行

為の許可 

（開発行為許可申請手数

料） 

１０．０ha 以上 ９１０，０００円 

変更許可申請１件につき，次に掲げる額を合計した額。ただし，その額が９１０，０００円を超えるときは，その手数料の額は９１０，０００円とする。 

 ア 開発行為に関する設計の変更（イのみにのみ該当する場合を除く。）については，開発区域の面積（イに規定する変更を伴う場合にあっては

変更前の開発区域の面積，開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積）に応じ開発行為許可申請の各項に規定する額に

１０分の１を乗じて得た額 

 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る法第３０条第１項から第４号までに掲げる事項の変更については，新たに編入される開発区域の面積

に応じ開発行為許可申請の各項に規定する額 

法第 35 条の 2 の規定に基

づく開発行為の変更許可 

（開発行為変更許可申請

手数料） 

 ウ その他の変更については次の額 １０，０００円 

法第４１条第２項の規定に基づく市街化調整区域内等における建築物の特例許可 ４７，０００円 

法第４２条第１項ただし書きの規定に基づく建築等の許可（予定建築物等以外の建築等許可申請手数料） ２７，０００円 

敷地の面積に応じ次の額 

０．１ha 未満 １０，０００円 

０．１ha 以上     ０．３ha 未満 １８，０００円 

０．３ha 以上     ０．６ha 未満 ４０，０００円 

０．６ha 以上     １．０ha 未満 ７０，０００円 

法第４３条の規定に基づく

建築等の許可 

（開発許可を受けない市街

化調整区域内の土地にお

ける建築等許可申請手数

料） １．０ha 以上 ９９，０００円 

（１）承認申請をする者が行おうとする開発行為が，主 として，自 己 の居 住 の用 に供 する住 宅 の

建 築 の用 に供 する目 的 で行 うもの又 は住 宅 以 外 の建 築 物 で自 己 の業 務 の用 に供 するも

のの建 築 又 は自 己 の業 務 の用 に供 する特 定 工 作 物 の建 設 の用 に供 する目 的 で行 うもの

であって開 発 区 域 の面 積 が１ha 未 満 のものである場 合  

１，８００円 

（２）承認申請をする者が行おうとする開発行為が，主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供

する目的で行うものであって開発区域の面積が１ha 以上のものである場合 
２，８００円 

法第４５条の規定に基づく

開発許可を受けた地位の

承継の承認申請料 

（３）承認申請をする者が行おうとする開発区域が（１）及び（２）以外のものである場合 １８，０００円 

法規則第６０条による証明手数料（開発行為（建築等）に関する証明） ５，０００円 

法第４７条第５項に基づく開発登録簿の写しの交付 用紙一枚につき ５００円 

建築許可台帳記載証明書（法第４３条第１項に基づく建築許可を受けたことの証明） 用紙一枚につき ５００円 

既存宅地確認台帳記載証明書（旧法第４３条第１項第６号ロに基づく既存宅地の認定を受けた土地であることの証明） 用紙一枚につき ５００円 

 



○盛土規制法に係る中間検査申請手数料（龍ケ崎市手数料条例　別表第1（第2条関係））

区　分

 　　３，０００㎡以下 ２，７００円

 　　３，０００㎡超え　　　　２０，０００㎡以下 ５，４００円

 　　２０，０００㎡超え　　　４０，０００㎡以下 １０，８００円

 　　４０，０００㎡超え　　　７０，０００㎡以下 ２１，６００円

 　　７０，０００㎡超え　　　１００，０００㎡以下 ３７，８００円

 　　１００，０００㎡超え ５４，０００円

手数料の額

 盛土又は切土をする土地の面積に応じ次の額法第18条第1項の規定に
基づく中間検査の申請手
数料


